
緑 の 基 本 計 画

(か わ さ き緑 の

30プ ラ ン)

市域の緑の保全
及び緑化の推進に
係る施策を総合的
かっ計画的匿推進
するための計画。
緑の保全及び緑化
の目標、緑の保全
及び緑化の推進の
ための施策匿関す
る事項、緑地の配
置の万針に闘する
ワ項、緑化の推進
を璽点的に図るぺ
き地区及び緑化の
推進に闘 し必要な
ワ項等を定める。

■緑の保全 ・回復 ～残 された緑の保全と緑化の推進～

㊥
2010年 度 まで に市 域 面 積 の30%に 相 当 す る 緑 の 確 保 を 目指 す 。

(主 な もの と して、樹林 地400ha、 農地500ha、 公 園緑 地1,000ha

の確 保 を 目指 す。)

現 状

市域の緑を大別すると、斜面緑地など現況が樹林を形成している「樹林地」、田・畑などの

「農地」、都市公園などの「公園緑地」、道路・学校などの公共公益施設や住宅 ・団地 ・工場な

どの緑被地からなる「緑化地」、河川水面 ・河川敷など「その他の緑地」に分けることができま

す。
1999年 度には、緑の現況量を客観的に示す指標として、人工衛星から樹林地 ・草地の

植生域と水域を調査し、水域を含あ場合と含まない場合に分けて、市域の緑被率を算出しま

した。

全市の緑被率は、水域を含まない場合は約24%、 水域を含む場合は約29%と な ってい

ます。緑被率を区別に示すと 「区別緑被率集計表」のようになっています。

市では、調査結果をもと1こデータの解析や活用方策等にっいて検討を行い、今後の川崎市

緑の基本計画 「かわさき緑の30プ ラン」の各施策に反映させる等、積極的な展開を図って

まいります。

区別緑被率集計表(人工衛星データによる)
(1999年9月 現 在)

面積(k㎡)

区名
緑 被 率(%)

緑被率算定項目

水域なし 水域あり 総面積 都市域 草地 樹林地 水域

川崎区 3.91 21.3了 45,260 35,58了 osis os2e 8,226

幸 区 12.37 15.60 10,034 8,468 0,799 0,396 0,370

中原区 io.is 12.55 14,了07 12,858 0,9了4 0,483 0,389

高津区 25.66 2了.了6 16,409 11,852 2,159 1,932 o.asz

宮前区 32.18 32.19 18,552 12,5了6 2,819 3,148 o.ooz

多摩区 34.26 36.37 20,406 12,98了 3,394 3,3了4 0,654

麻生区 53.16 53.16 23,313 io.szi 4,691 了.了04 o.ooo

計 24.05

×2

29.21

×3

A

148,681

×1

C

105,248

D

15,655

E

1了.666

B

10,104

※1:都 市 計 画 基礎 稠 査 に基 づ く デ ータ 。 統 計 書 の 市 域 面 積 と は 異 な りま す 。

※2:(D十E)÷(A-B)※3:(D+E十B)÷A

緑被 とは:一 般 的 に は、 樹 木や 草 地 な ど植物 の 緑 で被 覆 され た土 地 、 も

しく は緑 で被 覆 さ れ てい な く ても 自 然 的環境 の 状 態 にあ る 土地 の 総 称

とされ てい ま す。
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一 樹 林 地 一

樹林地の目標 である400halこ 対 し、2005年1月1日 の市域1こおける山林原野の面積

は554haで 、前年より8ha減 少しています。

樹林地面積の経移
(単位;ha)

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

山林原野の面積 584 582 5了1 562 554

樹林地の目標値 400

樹林地は、麻生区、 多摩区、宮前区及び高津区1こ多く分布 してお り、麻生区では五力田、

黒川、岡上、古沢、早野 にまとまった樹林地 が残 っていますが、川崎区、幸区及び中原区で

は社寺林を除と樹林地 はほとんど残され ていません。

農 地

農地は、都市の員重な空間、 オープンスペ ーヌとな ってお り、ふるさとの景観 として人の

心をなごませるなど、多面的な役割を果たしています。

農地の 目標 であ る500haに 対 し、2005年1月1日 現在の市内農地面積 は、 固定資産税

課税状 況による と、前年 よ り13.9ha減 少 し、693.3haと な ってい ます。 このうち、市街

化区域 内の農地 面積 が511.2ha、 市街化 調整 区域 内の農 地が182.2haと な っています。

市街 化 区 域 内震 地 の う ち生 産 緑 地地 区の 指 定 面積 は314.8haで 市街 化 区 域 内農 地 の

61。6%を 占めています。

農地面積の推移
(単 位:ha)

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

農地面積 市街化区域震地 56了.9 563.1 544.4 525.0 511.2

市街化調整区域内農地 189.5 181.4 181.1 182.2 182.2

合計 757.4 了44.6 725.5 707.2 693.3

農地の目標値 500

市 街 化 調 整 区 域 内農 地 面 積 を 区 別 に み る と麻 生 区 が162.Ohaと 大 半 を 占 め 次 い で 高 津

区 の14.1ha、 宮 前 区 の3.4ha、 多摩 区 の2.6haと 続 い て い ま す 。

ま た 、 市 街 化 区 域 内 農 地 を 区 別 に 見 る と 、 宮 前 区179.5ha、 多 摩 区115.7ha、 麻 生 区

104.4ha、 高 津 区74.4ha、 中原 区32.3ha、 幸 区4.4ha、 川崎 区0.5haと な ってい ます。

公園緑地

公園緑地 であ る 目標1,000haに 対 し、1,050か 所、622.74haと な りま した。市民1

人当た りでは、4.76「 ㎡(都 市公園法にい う都市公 園の 市民1人 当た りの面積 は3.73nf)

とな っています。

年度別の推移をみ ると、総体的な整備面積は漸増 しているものの、 市民1人 当た りの公園

緑地面積はほ1ま横ばいで推移 しています。

公園緑地面積及び市民1人 当たりの公園緑地面積の推移
(単位ha)

種別 ・年度 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

総面積 484.9fi 517.35 541.13 568.9了 577.52 592.27 611.75 622.74

全公●緑地 公園緑地の目標 i,ooa

1人 当 た り面 積(㎡) 4.45 4.43 4.51 4.54 4.55 4.61 4.72 4.76

総面積 399.02 424.44 435.13 452.88 454.55 466.33 482.72 488.50
都市公●

1人 当 た り面 積(㎡) 3.67 3.63 3.63 3.61 3.58 3.63 3.了2 3.73

※全公園緑地には、都市公園のほか市営公園を含んでいます。

こ の1人 当 た り面 積 を区 別 でみ る と 、麻 生 区 が6.96「 ㎡と最 も 多 く、 幸 区 が2.59所 と最

市街 化 区域 ・

市街 化 調整 区城

無秩序な市街化
を防止 し、8†画的
な市街化を図るた
め、都市計画法に

よって定め5れ て
いる都市計画区域
の区分。市街化区
域は、既に市街地
を形成 している区
域や 概ね10年 以
内匡優先的、計画
的に市街化を図る
べき区域で、市街

化調整区域は、市
街化を抑制すべ き
区域である。

生 産 緑 地 地 区

市街化区域内に

ある農地等の役割

を緑地機能の面か

5積 極 的 に 評 価

し、適切に保全す

ることによって、

都市環境を維持す

ることをね5い と

して都市計画上位

置 付 け ら れ た 農

地。生産緑地 に指

定されると税制上

の優遇措置が受け

5れ るが、営農が

義務付けられ、土

地利用が規制 され

る。
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特別緑 地保 全地区
都 市計画に定め

る 地 域 地 区の 一
つ。良好な樹林地
等を保全すること
を 目的 に指 定 す
る。地 区内の緑地
を保全 するための
一定の行為が制限

される。

緑地保全協 定
緑地 を保全する

ため所有者と協定
を結ぶ制度。適正
な保全 に努めるた
め、市は管理費の
一部を助成する。

(川崎市)

ふれ あいの森
土地所有看か5

良好な樹林地を市
が借リ受け、散策
路や休憩施設等を
整備 し、 自然とふ
れあえる場として市
民 の 利 用 に供 す
るもの で、緑の保
全と活用 を図るこ
とを目的 としてい
る。

保存樹木 、保存

樹林
良好な都市環境

を維持 するため、
保存が必要と認め
る樹木又は樹林を
いい、 市長が指定
する。樹木の場合
は、樹形が優れて
おり、一定の幹の
周囲や樹高がある
樹木が、樹林の場
合は、樹林が優れ
た内容 を形成 し、
一定の面積等があ

る樹林が対象とな
る。保存樹木、保
存樹林又はまちの
樹を伐採又は移植
しようとするとき
は、事前の届出が
必要となる。

も少 な くな って い ま す。

大 都 市 の1人 当 た りの 都 市 公 園面 積 では 、 神 戸 市 が 最 も 広 く16.5㎡ 、 仙 台 市 が12.3㎡ 、

北 九 州 市 が11.1㎡ とつ づ き、 大 阪 市 は3.5㎡ とな って い ま す。

1人 当た り都 市公 園面積の大都市比 較(2004年 度末)

(単 位:所)

都市

面積

川 崎

3.了

札 幌

10.8

仙 台

12.3

さいたま 千葉

4.98.了

横 浜

4.6

名 古 屋

6.8

京 都

4.6

大 阪

3.5

神 戸

16.5

広 島

7.8

北 九 州

,,.,

福 岡

8.7

施策の概要

「かわ さき緑の30プ ラン」 では市

民が健康 で快適 な生活 を営 め ること

を目標1こ、諸外国の事例や生態学者の

提案などか ら導 き出 した、望ま しい緑

の割 合 であ る市 域 面積 の30%に 相

当する緑の確保をめざしています。

30%の 内訳 と しては、樹林 地、公

園緑地な ど まと まりのあ る緑や街 路

樹、公共施設の緑、住宅地や工場など

の緑、さらに、河川敷や水面となって

います。

かわ さき緑の30プ ランの 「緑の確保 目標」

内訳 確保 目標 市域に占める
割合

樹林地 400ha 2.8%

農地 SOOha 3,496

公園緑地 1,000ha 6.9%

緑化地 2,000ha 13.8%

その他緑地 700ha 4.8%

合 計 4,600ha 31.7%

*市 域 面 積14,500haに 股 定

市では、「かわさき緑の30プ ラン」の 目標を達成するため、 「川崎市緑の保全及び緑化の

推進 に関する条例」に基づき、樹林地の保全、都市緑化の推進 を図るとともに、農用地の保

全及び公園緑地の整備拡充に努めています。

● 樹林地の保全

2004年 度において、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区は、新た1こ6か所、約9.5haを 指定

しました。また久末東特別緑地保全地区、菅馬場谷緑地保全地区、神庭特別里緑地保全地区、岡

上梨子ノ木特別緑地保全地区の区域変更により、それぞれ約0.4ha、約0.7ha、約0.3haを 約0.8ha

を追加指定 し、31か 所、約47.Ohaに な りました。

川崎市緑の保全及び緑化の推進1こ関する条例に基づく緑の保全地域は、新たに4か 所、約4.5

haを 指定 し、12か 所、約14.7

haと な りま した。

緑地保全協定は、6件、約1.67

haの 締結及び7件 、約6.89ha

解除(特 別緑地保全 地 区指

によるものも含む。)によ り、

109件 、約77.63haが 保全 さ

れ ています。

また、市の低未利用地を活用

した土地交換による保全手法

多様な手法により保全施策 を

開 しています。その他、良好な

樹林地を借 り受け、自然に親 し

あ 「ふれあいの森」を設置して

お り、2002年 度までに7か

約4.Ohaを 整備 し、社寺林等を

保存樹林 と して協 定 を締結 し

29か 所 約3.3haが 保存 され

ています。
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・ 保 全 管 理 計 画

特別緑地保全地区及び緑の保全地域に指定された緑地は、恒久的1こ緑の保全が図られるこ

ととな りますが、将来1こ向けて良好な自然的環境を維 持 していくため には適切な管理 が

欠かせないことから、動植物の調査等を踏まえて管理のあり方を定める必要があります。

このため、市 では地域住民等との協働 により動植物 の生息調査 を行い、その結果 を基

にワ ークシ ョップ方式 で管理計画を作成 し、保全緑地の適 正な維持管理に役立ててい ま

す。

また、この管理計画づ くりに参加 した方 々の 中か ら、作成 した管理計画に基づき、毎

月下草刈 りや竹林の伐採等保全緑地 の適正な管理 を実践する緑の活動団体が生まれてい

ます。

・ 里 山ボ ラ ンテ ィ ア

市域の北西部 に分布 する斜面緑地 は、かつては 「里 山」 と呼ばれ、雑木林 は薪や炭の

材料 とな り、落ち葉は堆肥 と して活用 され ていま した。 また、農村の生活 に密着 した手

入れの行き届いた里山 では、様々な動植物が生息す る豊かな環境が保たれていま した。

しか し、昭和30年 代以降、化石燃料 の普及 や都 市化の進展等 によ り里山の役 割が失

われ、手入れが行われなくなり、竹の侵入やアズマネザサの繁茂などによ り、 かつ て見

られた豊かな環境が失われつつあります。一方、身近な 自然 とふれあいたいという市民

ニーズが高 まり、自主的に里山の管理 を行うグループも生 まれ てきま した。里 山の再生

を図るため には、 こうした市民の活動が不可欠なものとな ってい ます。

こう したことか ら、市では里 山ボランテ ィアを育成 するための講座を開催 し、里山の

自然環境や管理手法、里山管理活動に際 しての事故の予 防と救急措置、道具の手入れ等、

里山での保全活動1こ向けた基礎知識 を学ぶためのフィール ド学習 を行 っています。

● 都市農地の保全 ・活用

都市における農地は、農業生産の場であるだけでなく、広々とした空間と美 しい緑の景観機

能、多様な生物が生息できる環境機能、災害時の避難を助け、被害の拡大を防ぐ防災機能、土

に親しみ農を楽しあレクリエーション機能など、多面的な機能を有しています。

環境保全型農業や地産地消の推進などにより、かわさきの農業を振興するとともに、市民の

農への参加 ・参画を進め、農のある風景の保全、農地の保全 ・活用を図ります。

● 都市緑化の推進
・緑の活動団体は、町内会、商店会、学校、サークルなどで、公開性の高い場所に植樹、

花壇づく り、 プランター等 により緑化を行 い、年間を通 じて維持管理を行 う団体や、

下草刈 り等の緑地保全活動 を行 ってい る5人 以上の団体 です。2004年 度は、財団法

人川崎市公園緑地協会から118団 体に助成金が交付されました。
・2001年9月 に川崎市環境保全審 議会 か5、 「緑化推進重点地区の設定1こつい て」の

答申を受け たこ とか ら、この答申に基 づき、直ちに施策を推進すべき川崎駅周辺、小

杉、新百合丘の3地 区1こ つい て、地域の住民や企業等 ととも1こ、2003年4月 、 「緑

化推進重点地区計画」を策定しました。
・道路緑化では、街路樹は延長4.4km、484本 を植栽し、累計で381路 線、総延長218.89km、

40.135本 になりました。また、グリーンベル トは15路 線、4.4km、3,4了8甫 、約79,000株

植栽し、累計で354路 線、総延長163.48km約98万 株、総面積は約152,292αfに なってい

ます。

公共施設緑化 では、橘小学校、大戸小学校等 に対 して緑 化指 導を行い、57,622所 の

緑の活動 団体

公開性の高い場
所に植樹、花壇づ
くり、プランター
等により緑化を行
い、年間を通 じて

維持管理 を行う団
俸や下草刈 り等の
緑地保全活動を行
う5人 以 上 の 団
体。

(里地)里 山

里地里山とは、
都市域と原生的自
然 との中間に位置
し、様々獄人聞の
働 きかけを通 じて
環境が形成 されて
きた地域で、集落
を取 り巻く二次林
とそれ5に 混在す
る農地、ため池、
草原等で構成され
る地 域 概 念 で あ
る。一般的に、主
に二次林を里山、
それに農地等を含
めた地域を里地と
呼 ぶ 場 合 が 多 い
が、9葉 の定義は
必ず しも確定 して
いない。

緑 化 地

斜 面 緑 地や 農 地

の 宅 地 開 発等 に よ

り、 市 域 の緑 地 が

年 々減 少 し てい る

中 で、 道 路や 公 共

施 設 の 緑 化、 住 宅

や 工 場 等 の民 有 地

の 緑 化 は 、市 街 地

に新 た に 緑 を創 出

す るだ け でな く 、

う るお い のあ る 都

市 景 観 の 創這 、 ヒ
ー トア イ ラ ン ド現

象の 緩 和 等の 効 果

をもたら し、 また、

緑 の ネ ッ トワ ーク

を形 成 す る上 でも

璽 要 な 役 割 を果 た

しています。

一27



工 場 緑 化協 定
工場敷地面積 の

一定割合(10%以

上)の 線化 を目指
す協定。1972年
か5開 始 し、 工場
と市が協定 を締 結
している。

市 民 農 園
市民の農巣に対

する理解を深める
とともに、士と自
然に親 しむ機会を
提供 している。利
用期閥は2年 、1
区画 は10㎡ とな
っている。

体 験 農 園
農業経営の一環

として、農家の行
う農作業の一部 を
市民が農家から指
導を受けながら行
うタイ プの農園。
契約 期聞は1年 。

緑を創出 しています。更 に、屋上緑化、壁面緑化等の建造物緑化の手弓1き書、 リーフ

レットを配付 し、普及啓発に努めま した。
・工場緑化 は、72工 場 で約163haの 緑化地 を創 出 し、目標達成率 は106%に な って

います。

街路樹、グ リー ンベル トの推移

街路樹 グ リーンベル ト

年 度 路線数 植裁延長(㎞) 本数 植裁面積(而

増 累計 単年 累計 単年増 累計 単年増 累計

1990以 前 一 320 一 約194.6 一 33,430 一 109,776

1995 i 350 約1ρ 約201.2 143 34,609 972 128,060

1998 4 360 約2.5 約2058 793 35,612 3,931 135,437

1999 i 361 約2.3 約208,1 1,096 36,708 2,378 137,815

2000 2 363 約1.2 約209,3 1,056 37,764 4,135 141,950

2001 2 365 約0.4 約209,7 879 38,643 1,354 143,304

2002 一 365 約1.3 約211ρ 192 38,835 i,oas 144,390

2003 t2 377 約34 約2144 816 39,651 4,424 148,814

zooa 4 381 約4.4 約2188 捌 40,135 3,478 152,292

● 公園緑地の整備拡充
・2004年 度 は、新た に28か 所11.02

haを 整備 しました。
・リフレッシュパーク事業と して、桜

川公園の基本構想 を地域住民 ととも

1こ作成 し、2000年 度か ら整備 を行

っています。
・等々力緑地、生田緑地 では、用地取

得と施設整備を行いました。

緑道、緑地 では、菅生緑地において、

0.1haの 用地取得 を行 い、2003年

度末までに8.2haを 取得 しました。
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重点的取組事項の実施状況

生田緑地

具体的施策の実施状況にっきましては、第3章 を御覧ください。

● 樹林地の保全
・特別緑地保全地 区や緑の保全地域の指定、緑地保全協定等 による良好な樹林地

の保全の推進
・保全緑地を良好 に管理するr保 全管理計画」の作成及び里山再生等の担い手 と

しての 「里山ボ ランテ ィア」の育成の推進

【施策の概要に掲 載】

● 都市農地の保全 ・活用
・ 生度 緑 地 の 指 定 と活用 の 推 進

市街化区域内にある農地等がもつ農業生産活動等に裏付け5れ た緑地機能に着目 して、

公害の防止又は防災、農林漁業と調和 した都市環境の保全などに役立っ農地等を生産緑

地区として計画的に保全して良好な都市環境の形成を図っています。

2004年 度現在、生産緑地地 区は、1,984か 所、 面積 は314.8haで す。
・ 市民 農 園、 学校 園等 の 整 備 及 び 市 内農 地 の 活 用 の 推進

市開設の8農 園 を維持 するとともに、農家 自らが開設す る農 園利用万式の体験農 園の

開設 を進めます。

● 都市緑化の推進
・緑化 の推進等 に関 して実践的な活動 を行 う緑の活動団体 の支援

【施策の概要に掲載】
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・ 市民、事業者、市のパー トナーシップに基づく 「緑化推進重点地区計画」の策定と推進

2002年 度は、川崎駅周辺地 区、 小杉地 区、新百合丘地 区を緑化推進重点地区に指定

しま した。 また、3地 区の緑化推進重点地区計画の策定 に向け て、各地区ごとに設置 し

た市民、事業 者、 市の3者 で構成す る検討会 を各々数回開催 し、地区内の緑化の基本方

針 や目標等 にっ いて検 討 し、2003年4月 に3地 区の 「緑化推進重 点地区計画」 を策定

しました。緑化推進重点地区では、公園緑地や街路樹の整備等の公共事業による緑化だけでな

く、民有地の緑化なども含め、市民 ・事業者 ・行政がお互いの立場と役割を認識しなが5、 パ
ー トナーシップによる取 り組みと管理運営を進めていきます。
・ 「緑 化 重 点 事 業 計 画」 の 策 定 と緑 の景 観 づ く り推 進事 業

市域における緑の軸線の充実と本市のイメージアップに寄与することを目的として策定 した

緑化重点事業計画に基づ き、緑の景観づく り推進事業を実施 しています。
・ 街路 緑 化 や 屋 上 ・壁 面 緑 化 の 推進

2002年 度は、幹線道路 に街 路樹 を継続 的に植栽 した1まか、市街地におけ る新たな緑

化 手法 と して注 目されている屋上緑化 ・壁面緑化 にっい て、既存建築物 への普及を図る

ため、ケ ーススタデ ィ(試 行活動)を 目的に、魅力あ る屋上緑化のモデルと して、川崎

市本庁舎東館 の屋 上に面積約200所 の 花壇 を整備 しま した。

2003年4月 から、屋 上 ・壁面緑化の普及 ・推進を目的と して、屋上緑化等 を行う市

民 ・事業者 に対 して、屋上緑化等助成事業を開始 しま した。
・ 自然 的環 境 の保 全 に 関 す る配 慮

2003年11月 に 「川崎市緑の保 全及び緑 化の推進 に関する条例」 を改正 し、2004

年1月 から開発事業等に関する手続きの中に斜面緑地などを始めとした自然的環境の保全に関

する配慮について、事業者の万々に対し、助言 ・指導を行うことが規定されました。

これ は、 開発事業等 を計 画 する事 業者の方 々に対 して、 事業予定地 の自然的環 境を

把握 していただくと共に、具体的な事業計画を立案するにあたって、緑の保全 ・創出を効

果 的に行えるような公園緑地や緑化地の配置等を検討 していただくことを目的 としたも

のです。

また、開発事業等の情報が早期段階か ら把握することが可能となったことか ら、優先

的に保全 を図 るべ き斜面緑地 につい ては、事業者の方 々1こ対 して、 緑地保全制度の説明

を行い、保全施策への協力を行う機会が確保されました。

● 公 園 緑 地 の 整備 拡 充

・公 園 の適 正 配 置 によ る街 区公 園 、 近 隣公 園等 の 身 近 な 公 園の 整 備 の推 進

当面 の街 区公 園配置基 準での公 園必要 区域は 、現在9箇 所とな ってい ます。今 後も

関係局 と連携 し、土地情報の収集 を行い、地 権者の理解 と協力を得 て、公園用地を確保

し、施設整備を進めていきます。
・ 身 近 な 公 園 の整 傭 にお ける 計 画段 階か らの 地域 住 民 の 参 加 の促 進

「市民健康の森推進事業」においては、候補地の内容の検討、使い方のル ールづくり、

維持管理 ・運 営の方法まで、全ての段階において地域住民の参加を図っています。
・ 地域 の歴 史 や 自然 を活 か す 等 特 色 あ る大 規 模 公 園 の 整備 の 推 進

「生田緑地」は、多摩丘陵台地の豊かな自然環境 を背景に、花とみど りの文教施設の

要 衝と して、緑の保全 と活 用、生態 系の保全 に配 慮 した整備 の推進 を図 ってい ます。

「等 々力緑地」は、スポーツの拠点と して、運動施設の充実を図ることを基本と し、

併せて花と緑の憩いの場として、整備を進めています。

「菅生緑地」は、自然環境の保全、都市景観の向上、緩衝緑地帯などの機能 を目的と

すると同時に、 しク リエーシ ョンの場や、環境教育 ・学習の場となるよう整備の推進を

図っています。

・公 園 の利 用 や 運 営 を考 慮 した 適 正 な 維持 管 理 の 推進

公園緑地愛護会相 互の 交流 を図 るとともに、緑化技術等の向上をめざ して、各区に公

園緑地愛護会連絡協 議会 を設 置しています。今後 は、連絡協議会の開催 を通 して、愛護

会活動の活性化や公園の利活用を図っていきます。

また、花壇づく りを自主的 ・実施的に行っている活動団体 と市が自主管理協定を締結

し、身近な公園内の花壇づくりを進めています。

2004年3月 末現 在 、33公 園 で協 定 を締 結 してお り、 今 後 もさ らに推 進 して いき

ます。

(川 崎 市)

市 民 健 康 の

森 づ く り

線 の保 全 と創 造

及 び 地 域 コ ミュ ニ

テ ィー の形 成 を 目

的 に 、地 域 住 民 等

と行 政 の バ ー トナ
ーシ ップ に よ り取

り組 ん で い る。 完

成 後1ま、 住 民 が 主

俸 的 に 市民 健 康 の

森 の 管 建 ・運 営 を

行 つていく。
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